
監査報告

 国立大学法人法第11条第 6項及び国立大学法人法施行規則第1条の2第 5項並びに国立大

学法人法第 35 条において準用する独立行政法人通則法第 38 条第 2 項の規定に基づき、国立

大学法人福井大学の令和 4年 4月 1日から令和5年 3月 31日までの令和 4事業年度の業務に

関して監査を実施しましたので、以下の通り報告します。 

１．監査の方法及びその内容 

 監事は、当期の監査計画及び監査手続に従い、学長、理事、内部監査部門その他職員（以下

「役職員等」という。）と意思疎通を図り、必要に応じて内部監査部門と連携し、情報の収集

及び監査の環境整備に努めるとともに、役員会その他重要な会議に出席するほか、役職員等

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等

を閲覧・調査し、事務局、学部その他の主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し

た。 

 また、本学におけるガバナンス体制や学長及び理事（以下「役員」という。）の職務の執行

が法令等に適合することを確保するための体制（以下「内部統制システム」という。）につい

て、役職員等からその整備及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明

を求めた。 

 さらに、会計監査に関しては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実

施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求め、財務諸表（貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算

書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類（案）及び附属明細書）、事業報告

書及び決算報告書につき検討した。 

２．監査の結果 

（1）業務の実施状況及び中期目標の実施状況 

 国立大学法人福井大学の業務の実施状況について、法令等に従って適正に実施されている

かを監査した結果、令和 5年度入学試験に関わる「出題及び採点ミス」が複数発生しており、

原因究明とともにチェック体制の見直しを求めたい。 

 また、令和 3 事業年度に確認された「研究活動における不適切な行為」、「研究用向精神薬

の不適切な管理」については、再発防止に向けた取り組みがスタートしたところであり、確

実な取り組みとなるよう引き続き注視していく。 

 中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかの確認に関して

は、全学内部質保証委員会による第 3 期中期計画の進捗状況に関する自己点検・評価が実施

され、進捗把握だけでなく目標達成に向けた提案がフィードバックされるなど、内部統制シ

ステムのＰＤＣＡサイクルが動き始めており、より適時適正に改善に向けて回すことで、第

4期においても中期計画の達成に向けた取り組みが着実に推進されるよう期待する。 

なお、令和 4 事業年度は前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の

長期化により留学生の受け入れや交換留学生の派遣、海外研究者との交流等の実施について

大きな制約を受けたが、一方で、オンラインを活用した外国人留学生への授業実施や留学希

望者への海外大学の授業参加などを実施するほか、年度後半の感染症発生が安定した時期に



は、留学生の積極的な受け入れや学生、教員の相互訪問の機会も増やすことができた点につ

いては評価し、今後も機動的、自律的な取り組みが進む体制づくりに取り組んでいただきた

い。 

（2）内部統制システムの整備及び運用に関する状況 

 内部統制システムの整備及び運用状況を監査した結果、概ね適正に整備、運用されていま

すが、法人組織としての自律的成長、高度化を目指す上において、以下の点について留意い

ただきたい。 

・内部統制システムの整備、運用のチェックポイントは、国立大学法人ガバナンスコードと

して整理されており、役員会をはじめとする法定会議が適切に運営されているだけでなく、

会議体がその目的を果たしているかについても確認していくこと。 

・「効果的な会議運営に関する実施要項」を定め、全学的な会議時間の管理や重点審議事項に

充分な時間を取るなどの工夫がなされたことを評価し、更に、経営協議会等の学外委員の

意見を大学運営に活かしてくために、効率的に発言をいただけるように議題を絞ることや

経営課題を把握しやすい資料の準備等についても更に検討を行うこと。 

・自律的な成長に向けては、大学の理念やビジョンへの教職員や学生の理解・浸透とともに、

大学が取り組む教育、研究、医療、地域貢献の諸活動全てにおいて、中期計画やミッショ

ンの達成に向けた具体的取り組みが推進されるよう統一性を図ること。 

・社会環境の変化により、大学経営に関わるリスクの対象は、教職員や学生の生命や大学の

資産だけでなく、大学のブランドイメージまで拡大しているので、リスクマネジメントに

おいては、規程の整備や注意喚起のみならずリスク把握や再発防止策など複合的なリスク

マネジメントを検討すること。 

（3）役員の不正行為及び法令等に違反する事実の有無 

 役員の職務の執行に関し、不正の行為又は法令等に違反する事実については、指摘すべき

事項は認められません。 

（4）事業報告書 

 事業報告書は、国立大学法人福井大学の業務運営状況を正しく示しているものと認めます。 

（5）財務諸表等 

 会計監査人であるかがやき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
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